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 （ 公 印 省 略 ） 

 

「公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるために必要な科

目の確認について」の一部改正について 

 

公認心理師法（平成 27 年法律第 68 号）第７条第１号及び第２号に規定する公認心理

師となるために必要な科目の確認については、「公認心理師法第７条第１号及び第２号

に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について」（平成 29 年９月 15 日

29 文科初第 879 号・障発 0915 第８号）により実施してきたところであるが、今般、別

添新旧対照表のとおり改正したので、これらの趣旨を御理解いただくとともに、各都道

府県知事におかれては、都道府県教育委員会、管内市区町村、関係団体等に周知願いた

い。 

なお、当該通知の適用の際現にある本通知による改正前の様式(以下「旧様式」とい

う。)により使用されている書類は、本改正による改正後の様式によるものとみなすこと

とし、当該通知の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができるものとする。 

[本件担当] 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課公認心理師制度推進室 

（代表番号）03（5253）1111（内線 3112、3113） 

E-mail：koninshinrishi@mhlw.go.jp 

都道府県知事 

国公私立大学長 
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○ 公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について【新旧対照表】 

（下線部が変更部分） 
改  正  後 現      行 

別添 

 

 公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるた

めに必要な科目の確認について 

 

第１ （略） 

第２ 国の確認に当たっての留意事項 
１ 実習演習科目を担当する教員に関する事項 

（１）施行規則第３条第１項に規定する実習演習担当教員（以下「実

習演習担当教員」という。）の員数については、次に掲げるとお

りとすること。なお、この場合の教員の員数については、当該大

学等で当該科目を受講する学生の合計数に基づき算定すること。 

 

ア・イ （略） 

(２) （略） 

２～４ （略） 

 

別表１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 

 

 公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるた

めに必要な科目の確認について 

 

第１ （略） 

第２ 国の確認に当たっての留意事項 
 １ 実習演習科目を担当する教員に関する事項 

（１）施行規則第３条第１項に規定する実習演習担当教員（以下「実

習演習担当教員」という。）の員数については、次に掲げる と

おりとすること。なお、この場合の教員の員数については、当該

大学等で当該科目を受講する学生（生徒を含む。以下同じ。）の

合計数に基づき算定すること。 

ア・イ （略） 

(２) （略） 

２～４ （略） 

 

別表１・２ （略） 
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改  正  後 現      行 

様式１ 

 

様式１ 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 

（様式２） 

 

 

 

 

（様式２） 
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改  正  後 現      行 

確認申請書（大学等） 

 

確認申請書（大学等） 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 

確認申請書（大学院） 

 

確認申請書（大学院） 
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改  正  後 現      行 
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改  正  後 現      行 

教員調書 

 

 

 

 

教員調書 
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改  正  後 現      行 

実習指導者調書 

 

 

 

 

実習指導者調書 
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改  正  後 現      行 

実習施設承諾書 

 

実習施設承諾書 
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都道府県知事 
国公私立大学長 

２９文科初第８７９号  

                                                          障発０９１５第８号  

                                                          平成２９年９月１５日  

 

平成３０年１１月２２日一部改正 

令和元年１２月１３日一部改正 

令和２年１２月２４日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

令和８年５月 13 日一部改正 

 

 
各          殿 
    
 

 

                                      文部科学省初等中等教育局長  

                                        （ 公 印 省 略 ）  

                                                                  

                                    厚生労働省社会・援護局  

                                      障 害 保 健 福 祉 部 長  

                                        （ 公 印 省 略 ）  

                                                                     

 

            公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師と 

      なるために必要な科目の確認について 

                                                                                 

 

 公認心理師法（平成27年法律第 68号）第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師と

なるために必要な科目（以下「必要な科目」という。）については、公認心理師法施行規則

（平成 29 年文部科学省・厚生労働省令第３号）において具体的な科目が規定されているが、

大学、大学院及び専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第 11号）

第 155 条第１項第５号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。）が開講する必要な

科目の確認については、別添のとおり行うこととした。 

 ついては、適正な実施に遺憾なきを期されるとともに、各都道府県知事におかれては、都

道府県教育委員会、管内市区町村、関係機関等に対する周知につき配慮されたい。 

 

 

                                   ［本件担当］ 

                                    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

                                     精神・障害保健課公認心理師制度推進室 

                                     電話：03-5253-1111（内線 3113、3112） 
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別 添 

 

公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師と 
なるために必要な科目の確認について 

 

第１ 必要な科目の確認に関する事項 

１ 大学、大学院及び専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第

11 号）第 155 条第１項第５号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。）（以

下「大学等」という。）が、公認心理師法（平成 27 年法律第 68 号｡以下「法」とい

う。）第７条第１号及び第２号に規定する「心理学その他の公認心理師となるために

必要な科目」（以下「必要な科目」という。）に対応する授業を開始しようとする際

には、別表１の「大学における必要な科目名」欄及び別表２の「大学院における必要

な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」（以下「含まれる事項」という。）と開

講科目の内容との対応を各大学等で確認するとともに、当該授業を開始しようとする

日の６か月前までに、様式１の「開講科目確認書」を厚生労働省に提出すること。ま

た、併せてシラバス等で開講科目の内容をホームページ等に掲載し、公開することが

望ましい。 

２ 各大学等における開講科目名については、公認心理師法施行規則（平成 29 年文部科

学省・厚生労働省令第３号。以下「施行規則」という。）第１条の２及び第２条で定

める科目名とするべきこと。ただし、開講科目が次のいずれかに該当する場合につい

ては、施行規則で定める科目名に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

ア 科目名の末尾に、「原論」、「（の）原理」、「総論」、「概論」、「概説」、

「論」、「法」、「（の）方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語

句が加わる場合 

イ 科目名の末尾に、「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ａ」、「Ｂ」等が加わることにより、複数

の科目に分割されているが、含まれる事項の全てが含まれている場合 

ウ 施行規則で定める科目名が、開講科目名の中に含まれている場合 

  （例１）「知覚・認知心理学」に相当する科目を行う場合 

・アに該当する場合 「知覚・認知心理学論」、「知覚・認知心理学概論」等でも可 

・イに該当する場合 「知覚・認知心理学Ⅰ」、「知覚・認知心理学Ⅱ」等でも可 

・ウに該当する場合 「知覚・認知心理学（知覚心理学）」、「知覚心理学（知覚・

認知心理学）」等でも可 

・上記のうち複数に該当する場合 「知覚・認知心理学論Ⅰ（知覚心理学）」等でも

可 

  （例２）「保健医療分野に関する理論と支援の展開」に相当する科目を行う場合 

・アに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開論」等でも可 

・イに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ」、「保健医療分

野に関する理論と支援の展開Ⅱ」等でも可 

・ウに該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開（臨床心理学）」、

「臨床心理学（保健医療分野に関する理論と支援の展開）」 

等でも可 

・上記のうち複数に該当する場合 「保健医療分野に関する理論と支援の展開論Ⅰ

（臨床心理学）」等でも可 
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３ 施行規則第１条の２第 24 号に規定する心理演習（以下「心理演習」という。）及び

同条第 25号に規定する心理実習（以下「心理実習」という。）並びに第２条第 10号に

規定する心理実践実習（以下「心理実践実習」という。）については、事前に、各大学

等が文部科学省及び厚生労働省の確認（以下「国の確認」という。）を受けることがで

きる。なお、国の確認にあたっては、第２に掲げる各事項にも留意すること。 

 国の確認を受けない大学等にあっては、当該大学等への入学を希望する者及び在学

生等に対し、当該大学等の開講する科目が施行規則に定める基準を満たしていないこ

とが明らかとなった場合、当該者に受験資格が付与されない場合がある旨をあらかじ

め周知しておくことが望ましいこと。 

国の確認を受けようとする大学等は、当該授業を開始しようとする日の１年前から６

か月前までに、様式２の「確認申請書」を厚生労働省に提出すること。ただし、心理演

習及び心理実習並びに心理実践実習（以下「実習演習科目」という。）を複数の科目に

分割して開講する場合（例：心理演習Ⅰ・心理演習Ⅱ）はこの限りではなく、原則とし

て一部の科目の開始しようとする日が１年より前であっても、その科目の内容を含めて

提出することとする。 

４ 開講科目確認書の内容に変更があったとき、又は実習演習科目について国の確認を

受けた場合であって、確認申請書の内容に変更があったときは、当該変更を行った日

から１か月以内に変更届（開講科目確認書又は確認申請書の様式に準じて各大学等に

おいて作成すること。）を厚生労働省に提出すること。 

５ 開講科目確認書及び確認申請書並びに変更届の提出に当たっては、厚生労働省社会

・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に１部送付すること。 

 

第２ 国の確認に当たっての留意事項 

１ 実習演習科目を担当する教員に関する事項 

（１）施行規則第３条第１項に規定する実習演習担当教員（以下「実習演習担当教員」

という。）の員数については、次に掲げるとおりとすること。なお、この場合の教

員の員数については、当該大学等で当該科目を受講する学生の合計数に基づき算定

すること。 

ア 心理演習又は心理実習 学生 15人につき一人  

イ  心理実践実習 学生５人につき一人 

（２）実習演習担当教員は、公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為

の業務に５年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成

するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満

たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了

した者であること。 

 ただし、当分の間、次のいずれかに該当する者であれば差し支えない。 

ア 大学（大学院及び短期大学を含む。）において、教授、准教授、講師又は助教と

して、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し３年以上の経験を有する者 

イ 専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の 

教授に関し３年以上の経験を有する者 

２ 実習指導者に関する事項 

（１）施行規則第３条第４項に規定する実習指導者（以下「実習指導者」という。）の員

数については、次に掲げるとおりとすること。なお、心理実習については、実習指導
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者が当該心理実習中に実習生を指導することが困難な場合は、実習演習担当教員のう

ち、心理実習及び心理実践実習を担当する教員（以下「実習担当教員」という。）が

実習施設において実習生に指導を行うこととすることも可能とする。 

ア 心理実習 同時に指導を行う学生15人につき一人 

イ  心理実践実習 同時に指導を行う学生５人につき一人 

（２）実習指導者は、公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務

に５年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行

う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとし

てあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者である

こと。 

      ただし、当分の間、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事し、又は従事

した経験を有する者のうち、実習演習科目を開設する大学等が適当と認める者を実

習指導者とすることができる。 

３ 教育に関する事項 
（１）実習演習科目の教育内容については、別表１の「大学における必要な科目名」欄及

び別表２の「大学院における必要な科目名」欄の科目ごとの「含まれる事項」に掲げ

られる内容以上のものが含まれているべきこと。 

（２）通信教育を行う大学等においても大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第25

条第１項の方法による授業は、当該大学等が自ら行うべきこと。 
４ 実習に関する事項 

（１）施行規則第３条第３項に規定する実習施設は、実習担当教員による巡回指導が可能

な範囲で選定し、巡回指導は、実習期間中、概ね週１回以上定期的に行うこと。 

（２）各実習施設における実習計画が、当該実習施設との連携の下に定められていること。 

（３）実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮するよう指導

すること。 

（４）実習内容、実習指導体制及び実習中のリスク管理等については、各実習施設との間

で十分に協議し確認を行うこと。 

（５）実習を実施する際には、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にある

ことを確認した上で実施すること。 

（６）実習の指導を実施する際には、次の点に留意すること。 

ア 心理実習及び心理実践実習を効果的に進めるため、実習生用の「実習指導マニュ

アル」及び実習の振り返りや評価を行うための「実習記録ノート」等を作成し、 

実習の指導に活用すること。 

イ 実習後においては、実習生ごとに実習内容についての達成度を評価し、必要な 

個別指導を行うこと。 

ウ 実習の達成度等の評価基準を明確にし、評価に際しては実習施設の実習指導者 

の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。 

（７）心理実習及び心理実践実習の開講に当たっては、以下の事項に留意すること。 

ア 心理実習 

     心理実習の時間は、80時間以上とすること。 

     その際、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の５分野（以下「主要

５分野」という。）に関する施設において、見学等による実習を行いながら、当該

施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。ただし、当分の
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間、医療機関（病院又は診療所。以下同じ。）での実習を必須とし、医療機関以外

の施設における実習については適宜行うこととしても差し支えないこと。 

イ 心理実践実習 

     心理実践実習の時間は、450時間以上とすること。 

     また、実習において担当ケース（心理に関する支援を要する者等を対象とした  

心理的支援等）に関する実習時間は計 270 時間以上（うち、学外施設における当該

実習時間は90時間以上）とするべきこと。 

     その際、主要５分野のうち３分野以上の施設において、実習を実施することが望

ましい。ただし、医療機関における実習は必須とするべきこと。なお、医療機関以

外の施設においては、見学を中心とする実習を実施しても差し支えない。 

     なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における

実習は、心理実践実習の時間に含めて差し支えないが、主要５分野のいずれにも含

まれないこと。 
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（別表１） 

大学における必要な科目 

大学（※）における 

必要な科目名 
含まれる事項 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認心理師の職責 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公認心理師の役割 

② 公認心理師の法的義務及び倫理 

③ 心理に関する支援を要する者等の安全の確保 

④ 情報の適切な取扱い 

⑤ 保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師

の具体的な業務 

⑥ 自己課題発見・解決能力 

⑦ 生涯学習への準備 

⑧ 多職種連携及び地域連携 

２ 

 

心理学概論 

 

① 心理学の成り立ち 

② 人の心の基本的な仕組み及び働き 

３ 

 

臨床心理学概論 

 

① 臨床心理学の成り立ち 

② 臨床心理学の代表的な理論 

４ 

 

 

心理学研究法 

 

 

① 心理学における実証的研究法（量的研究及び質的研究） 

② データを用いた実証的な思考方法 

③ 研究における倫理 

５ 

 

心理学統計法 

 

① 心理学で用いられる統計手法 

② 統計に関する基礎的な知識 

６ 

 

心理学実験 

 

① 実験の計画立案 

② 統計に関する基礎的な知識 

７ 

 

知覚・認知心理学 

 

① 人の感覚・知覚等の機序及びその障害 

② 人の認知・思考等の機序及びその障害 

８ 

 

学習・言語心理学 

 

① 人の行動が変化する過程 

② 言語の習得における機序 

９ 

 

 

 

感情・人格心理学 

 

 

 

① 感情に関する理論及び感情喚起の機序 

② 感情が行動に及ぼす影響 

③ 人格の概念及び形成過程 

④ 人格の類型、特性等 

10 

 

 

神経・生理心理学 

 

 

① 脳神経系の構造及び機能 

② 記憶、感情等の生理学的反応の機序 

③ 高次脳機能障害の概要 

11 

 

 

 

社会・集団・家族心理

学 

 

 

① 対人関係並びに集団における人の意識及び行動について

の心の過程 

② 人の態度及び行動 

③ 家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響 

12 

 

 

発達心理学 

 

 

① 認知機能の発達及び感情・社会性の発達 

② 自己と他者の関係の在り方と心理的発達 

③ 誕生から死に至るまでの生涯における心身の発達 
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④ 発達障害等非定型発達についての基礎的な知識及び考え

方 

⑤ 高齢者の心理 

13 

 

障害者・障害児心理学 

 

① 身体障害、知的障害及び精神障害の概要 

② 障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援 

14 

 

 

 

心理的アセスメント 

 

 

 

① 心理的アセスメントの目的及び倫理 

② 心理的アセスメントの観点及び展開 

③ 心理的アセスメントの方法（観察、面接及び心理検査） 

④ 適切な記録及び報告 

15 

 

 

 

 

 

 

心理学的支援法 

 

 

 

 

 

 

① 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、

意義、適応及び限界 

② 訪問による支援や地域支援の意義 

③ 良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法 

④ プライバシーへの配慮 

⑤ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援 

⑥ 心の健康教育 

16 

 

 

 

 

健康・医療心理学 

 

 

 

 

① ストレスと心身の疾病との関係 

② 医療現場における心理社会的課題及び必要な支援 

③ 保健活動が行われている現場における心理社会的課題及

び必要な支援 

④ 災害時等に必要な心理に関する支援 

17 

 

 

福祉心理学 

 

 

① 福祉現場において生じる問題及びその背景 

② 福祉現場における心理社会的課題及び必要な支援 

③ 虐待についての基本的知識 

18 

 

教育・学校心理学 

 

① 教育現場において生じる問題及びその背景 

② 教育現場における心理社会的課題及び必要な支援 

19 

 

 

 

司法・犯罪心理学 

 

 

 

① 犯罪・非行、犯罪被害及び家事事件についての基本的知

識 

② 司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関す

る支援 

20 

 

 

産業・組織心理学 

 

 

① 職場における問題（キャリア形成に関することを含

む。）に対して必要な心理に関する支援 

② 組織における人の行動 

21 

 

人体の構造と機能及び

疾病 

① 心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害 

② がん、難病等の心理に関する支援が必要な主な疾病 

22 

 

 

 

精神疾患とその治療 

 

 

 

① 精神疾患総論（代表的な精神疾患についての成因、症

状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援を含

む。） 

② 向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化 

③ 医療機関との連携 

23 

 

関係行政論 

 

① 保健医療分野に関係する制度 

② 福祉分野に関係する制度 
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③ 教育分野に関係する制度 

④ 司法・犯罪分野に関係する制度 

⑤ 産業・労働分野に関係する制度 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理演習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とし、次の

（ア）から（オ）までに掲げる事項について、具体的な場

面を想定した役割演技 （ロールプレイング）を行い、か

つ、事例検討で取り上げる。 

（ア）心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及

び技能の修得 

 （１）コミュニケーション 

 （２）心理検査 

 （３）心理面接 

 （４）地域支援 等 

（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握

及び支援計画の作成 

（ウ）心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れ

たチームアプローチ 

（エ）多職種連携及び地域連携 

（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実習生が、次の（ア）から（ウ）までに掲げる事項につ

いて、主要５分野の施設（具体的な施設については、「公

認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学

大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」（平成29年文部

科学省・厚生労働省告示第５号）のとおり。）において、

見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又

は実習担当教員による指導を受けるべきこと。 

 ただし、当分の間、医療機関での実習を必須とし、医療

機関以外の施設における実習については適宜行うこととし

ても差し支えないこと。 

② 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、次

の（ア）から（ウ）までに掲げる事項について基本的な水

準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡

調整を密に行う。 

（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ 

（イ）多職種連携及び地域連携 

（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

（※）専修学校の専門課程も対象とする。 
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（別表２） 

大学院における必要な科目 

大学院における必要な科目名 含まれる事項 

１ 

 

保健医療分野に関する理論と

支援の展開 

① 保健医療分野に関わる公認心理師の実践 

 

２ 

 

福祉分野に関する理論と支援

の展開 

① 福祉分野に関わる公認心理師の実践 

 

３ 

 

教育分野に関する理論と支援

の展開 

① 教育分野に関わる公認心理師の実践 

 

４ 

 

司法・犯罪分野に関する理論

と支援の展開 

① 司法・犯罪分野に関わる公認心理師の実践 

 

５ 

 

産業・労働分野に関する理論

と支援の展開 

① 産業・労働分野に関わる公認心理師の実践 

 

６ 

 

 

 

 

心理的アセスメントに関する

理論と実践 

 

 

 

① 公認心理師の実践における心理的アセスメントの

意義 

② 心理的アセスメントに関する理論と方法 

③ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び

②の応用 

７ 

 

 

 

 

 

 

心理支援に関する理論と実践 

 

 

 

 

 

 

① 力動論に基づく心理療法の理論と方法 

② 行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法 

③ その他の心理療法の理論と方法 

④ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①から

③までの応用 

⑤ 心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じ

た適切な支援方法の選択・調整 

８ 

 

 

 

 

 

家族関係・集団・地域社会に

おける心理支援に関する理論

と実践 

 

 

 

① 家族関係等集団の関係性に焦点を当てた心理支援

の理論と方法 

② 地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助

に関する理論と方法 

③ 心理に関する相談、助言、指導等への上記①及び

②の応用 

９ 

 

心の健康教育に関する理論と

実践 

① 心の健康教育に関する理論 

② 心の健康教育に関する実践 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理実践実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実習生が、大学段階での実習を通じて得た公認心

理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に、次

の（ア）から（オ）までに掲げる事項について、見

学だけでなく、心理に関する支援を要する者等に対

して支援を実践しながら、実習指導者又は実習担当

教員による指導を受けること。実習施設の分野につ

いては主要５分野に関する学外施設（具体的な施設

については「公認心理師法施行規則第三条第三項の

規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に
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定める施設」（平成29年文部科学省・厚生労働省告

示第５号）のとおり。）のうち、３分野以上の施設

において実習を受けることが望ましい。ただし、医

療機関は必須とする。また、医療機関以外の施設に

おいては、見学を中心とする実習も含む 

（ア）心理に関する支援を要する者等に関する以下の

知識及び技能の修得 

 （１）コミュニケーション 

 （２）心理検査 

 （３）心理面接 

 （４）地域支援 等 

（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズ

の把握及び支援計画の作成 
（ウ）心理に関する支援を要する者へのチームアプロ

ーチ 
（エ）多職種連携及び地域連携 

（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務への

理解 
② 担当ケースに関する実習の時間は270時間以上

（うち、学外施設での当該実習時間は90時間以上）

とする。 

③ 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握

し、上記①の（ア）から（オ）までに掲げる事項に

ついて基本的な水準の修得ができるように、実習生

及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 

④ 大学又は大学院に設置されている心理職を養成す

るための相談室での実習は主要５分野のいずれにも

含まれないこととして取り扱う。 
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（様式１） 
 
大学等名        

年  月  日 
開講科目確認書（大学） 

 
No. 

 
 

大学（注１）における必要な科目名 
※（  ）内に開講科目名を記入する

こと。複数可。 
含まれる事項 チェック 

（注２） 

1 公認心理師の職責        ① 公認心理師の役割  
 
 
（           ）  
 

② 公認心理師の法的義務及び倫

理 
 

 
 
 
 

③ 心理に関する支援を要する者

等の安全の確保 
 

  ④ 情報の適切な取扱い  
 
 
 

 
 
 

⑤ 保健医療、福祉、教育その他

の分野における公認心理師の具

体的な業務 

 
 

  ⑥ 自己課題発見・解決能力  
  ⑦ 生涯学習への準備  
  ⑧ 多職種連携及び地域連携  
2 心理学概論 ① 心理学の成り立ち  
 
 
（       ） 
 

② 人の心の基本的な仕組み及び

働き 
 

3 臨床心理学概論 ① 臨床心理学の成り立ち  
 （       ） ② 臨床心理学の代表的な理論  
4 
 
心理学研究法 
（         ） 

① 心理学における実証的研究法

（量的研究及び質的研究） 
 

 
 
 
 

② データを用いた実証的な思考

方法 
 

  ③ 研究における倫理  
5 心理学統計法 ① 心理学で用いられる統計手法  
 （       ） ② 統計に関する基礎的な知識  
6 心理学実験 ① 実験の計画立案  
 （       ） ② 統計に関する基礎的な知識  
7 
 
知覚・認知心理学 
（           ） 

① 人の感覚・知覚等の機序及び

その障害 
 

 
 
 
 

② 人の認知・思考等の機序及び

その障害 
 

8 学習・言語心理学 ① 人の行動が変化する過程  
 （           ） ② 言語の習得における機序  
9 感情・人格心理学 ① 感情に関する理論及び感情喚  
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 （           ） 起の機序 
  ② 感情が行動に及ぼす影響  
  ③ 人格の概念及び形成過程  
  ④ 人格の類型、特性等  

10 神経・生理心理学 ① 脳神経系の構造及び機能  
 
 
（           ） 
 

② 記憶、感情等の生理学的反応

の機序 
 

  ③ 高次脳機能障害の概要  
11 

 
 

社会・集団・家族心理学 
（              ） 
 

① 対人関係並びに集団における

人の意識及び行動についての心

の過程 

 
 

  ② 人の態度及び行動  
 
 
 
 

③ 家族、集団及び文化が個人に

及ぼす影響 
 

12 
 
発達心理学 
（       ） 

① 認知機能の発達及び感情・社

会性の発達 
 

 
 
 
 

② 自己と他者の関係の在り方と

心理的発達 
 

 
 
 
 

③ 誕生から死に至るまでの生涯

における心身の発達 
 

 
 
 
 

④ 発達障害等非定型発達につい

ての基礎的な知識及び考え方 
 
 

  ⑤ 高齢者の心理  
13 

 
障害者・障害児心理学 
（              ） 

① 身体障害、知的障害及び精神

障害の概要 
 

 
 
 
 

② 障害者・障害児の心理社会的

課題及び必要な支援 
 

14 
 
心理的アセスメント 
（           ） 

① 心理的アセスメントの目的及

び倫理 
 

 
 
 
 

② 心理的アセスメントの観点及

び展開 
 

 
 
 
 

③ 心理的アセスメントの方法

（観察、面接及び心理検査） 
 

  ④ 適切な記録及び報告  
15 

 
 

心理学的支援法 
（          ） 
 

① 代表的な心理療法並びにカウ

ンセリングの歴史、概念、意

義、適応及び限界 

 
 

 
 
 
 

② 訪問による支援や地域支援の

意義 
 

 
 
 
 

③ 良好な人間関係を築くための

コミュニケーションの方法 
 

  ④ プライバシーへの配慮  
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⑤ 心理に関する支援を要する者

の関係者に対する支援 
 

  ⑥ 心の健康教育  
16 

 
健康・医療心理学 
（               ） 

① ストレスと心身の疾病との関

係 
 

 
 
 
 

② 医療現場における心理社会的

課題及び必要な支援 
 

 
 
 

 
 
 

③ 保健活動が行われている現場

における心理社会的課題及び必

要な支援 

 
 

 
 
 
 

④ 災害時等に必要な心理に関す

る支援 
 

17 
 
福祉心理学 
（       ） 

① 福祉現場において生じる問題

及びその背景 
 

 
 
 
 

② 福祉現場における心理社会的

課題及び必要な支援 
 

  ③ 虐待についての基本的知識  
18 

 
教育・学校心理学 
（           ） 

① 教育現場において生じる問題

及びその背景 
 

 
 
 
 

② 教育現場における心理社会的

課題及び必要な支援 
 

19 
 
司法・犯罪心理学 
（           ） 

① 犯罪・非行、犯罪被害及び家

事事件についての基本的知識 
 

 
 
 

 
 
 

② 司法・犯罪分野における問題

に対して必要な心理に関する支

援 

 
 

20 
 
 

産業・組織心理学 
（           ） 
 

① 職場における問題（キャリア

形成に関することを含む。）に

対して必要な心理に関する支援 

 
 

  ② 組織における人の行動  
21 

 
人体の構造と機能及び疾病 
（                 ） 

① 心身機能と身体構造及び様々

な疾病や障害 
 

 
 
 
 

② がん、難病等の心理に関する

支援が必要な主な疾病 
 

22 
 
 
 

精神疾患とその治療 
（             ） 
 
 

① 精神疾患総論（代表的な精神

疾患についての成因、症状、診

断法、治療法、経過、本人や家

族への支援を含む。） 

 
 

 
 
 
 

② 向精神薬をはじめとする薬剤

による心身の変化 
 

  ③ 医療機関との連携  
23 関係行政論 ① 保健医療分野に関係する制度  
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 （       ） ② 福祉分野に関係する制度  
  ③ 教育分野に関係する制度  
 
 
 
 

④ 司法・犯罪分野に関係する制

度 
 

 
 
 
 

⑤ 産業・労働分野に関係する制

度 
 

担当者確認欄 
 
開講科目について、当該科目名が第１の２の要件を満たしていること及び含まれる事項

を含んでいることを確認した。 
 

所属・職名        氏名              
 

所属・職名        氏名              
  

（注１）専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 155 条

第１項第５号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。）も対象とすること。 
（注２）開講科目名が第１の２の要件を満たしていること及び開講科目が含まれる事項を含

んでいることを確認の上、複数名でチェックし、担当者確認欄に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

本件に関する照会先 

担当部署名  
 

住所 〒 
 

電話番号  
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大学等名           

年  月  日 
開講科目確認書（大学院） 

 
No. 

 
 

大学院における必要な科目名 
※（  ）内に開講科目名を記入するこ

と。複数可。 
含まれる事項 チェック 

（注） 

1 
 
 

保健医療分野に関する理論と支援の展

開 
（                       ） 

① 保健医療分野に関わる公認心

理師の実践 
 

 
 

2 
 
福祉分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 福祉分野に関わる公認心理師

の実践 
 

3 
 
教育分野に関する理論と支援の展開 
（                       ） 

① 教育分野に関わる公認心理師

の実践 
 

4 
 
 

司法・犯罪分野に関する理論と支援の

展開 
（                       ） 

① 司法・犯罪分野に関わる公認

心理師の実践 
 

 
 

5 
 
 

産業・労働分野に関する理論と支援の

展開 
（                       ） 

① 産業・労働分野に関わる公認

心理師の実践 
 

 
 

6 
 
 

心理的アセスメントに関する理論と実

践 
（                       ） 

① 公認心理師の実践における心

理的アセスメントの意義 
 

 
 

 
 
 
 

② 心理的アセスメントに関する

理論と方法 
 

 
 
 
 

③ 心理に関する相談、助言、指

導等への上記①及び②の応用 
 

7 
 
心理支援に関する理論と実践 
（                  ） 

① 力動論に基づく心理療法の理

論と方法 
 

 
 
 
 

② 行動論・認知論に基づく心理

療法の理論と方法 
 

 
 
 
 

③ その他の心理療法の理論と方

法 
 

 
 
 

 
 
 

④ 心理に関する相談、助言、指

導等への上記①から③までの応

用 

 
 

 
 
 

 
 
 

⑤ 心理に関する支援を要する者

の特性や状況に応じた適切な支

援方法の選択・調整 

 
 

8 
 
 

家族関係・集団・地域社会における心

理支援に関する理論と実践 
（                       ） 

① 家族関係等集団の関係性に焦

点を当てた心理支援の理論と方

法 
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② 地域社会や集団・組織に働き

かける心理学的援助に関する理

論と方法 

 
 

 
 
 
 

③ 心理に関する相談、助言、指

導等への上記①及び②の応用 
 

9 
 
心の健康教育に関する理論と実践 
（                     ） 

① 心の健康教育に関する理論 
 

 

  ② 心の健康教育に関する実践  
担当者確認欄 

 
開講科目について、当該科目名が第１の２の要件を満たしていること及び含まれる事項

を含んでいることを確認した。 
 

所属・職名        氏名              
 

所属・職名        氏名              
  

（注）開講科目名が第１の２の要件を満たしていること及び開講科目が含まれる事項を含ん

でいることを確認の上、複数名でチェックし、担当者確認欄に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

本件に関する照会先 

担当部署名  
 

住所 〒 
 

電話番号  
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（様式２） 
文 書 番  号 
年  月  日 

 
 文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 専 門 教 育 課 長 

                   殿 
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 
 

申請者            
 

 
確認申請書 

 
 標記について、「公認心理師法第７条第１号及び第２号に規定する公認心理師となるため

に必要な科目の確認について」（平成 29 年９月 15 日 29 文科初第 879 号・障発 0915 第８

号）に基づき申請します。 
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確認申請書（大学等） 
 
１．設置者  
２．大学等の名称 

(学部・学科等含む) 
 

３．大学等の本部の住

所 
 

４．実習演習科目の名

称及び開講（予定）

年月日 

科目名 開講（予定）年月日 
  
  

５．実習演習科目の受

入可能人数（科目ご

とに記載）及び学科

等の定員 
  

心理演習の受入可能人数                     人 

心理実習の受入可能人数                     人 

学科等の定員                          人 

※科目の受入可能人数が学科等の定員より少ない場合は、学生への周知方法及びその時期を記載 

 

６．実習演習担当教員 
の員数（科目ごとに

記載） 

心理演習                            人 

心理実習                            人 

７．実習演習担当教員 
 
 
 
 

氏名 担当科目名 
（４のうち担当する科目名のみ記載） 教員調書頁番号 

   
   
   

    
８．実習施設 
 
 
 
 
 
 
 

名称 分野 所在地 実習指導者

氏名 
実習指導者 
調書頁番号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

９．本件に関する照会  

先 
担当部署名  

住所 
〒 
 

電話番号  
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（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）「８．実習施設」の「分野」欄は、当該欄の左「名称」欄に記載した施設が、 

・保健医療分野に該当する場合は① 
・福祉分野に該当する場合は② 
・教育分野に該当する場合は③ 
・司法・犯罪分野に該当する場合は④ 
・産業・労働分野に該当する場合は⑤ 
をそれぞれ記載すること。 

なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習についても

記載することとし、その場合は、「分野」欄は空欄とすること。 

（注３）第２の２（１）の規定により、実習担当教員が実習指導を行う場合、実習指導者調書は不要で

あること。 

添付書類 

 １ 教員調書 

 ２ 実習指導者調書 

 ３ 実習施設承諾書 
 ４ 実習演習計画（特に第２の２（１）ア及び３（１）、４（１）及び（７）の内容がわかるものと

すること） 
 (※) 書類はすべてＡ４版・片面・白黒印刷で提出すること。 
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確認申請書（大学院） 
 
１．設置者  
２．大学院の名称 

(研究科・専攻等含む) 
 

３．大学院の本部の住

所 
 
 

４．心理実践実習科目

の名称及び開講（予

定）年月日 

科目名 開講（予定）年月日 
  

５．心理実践実習科目

の受入可能人数（科

目ごとに記載）及び

専攻等の定員 
 

受入可能人数                          人 

専攻等の定員                          人 

※科目の受入可能人数が専攻等の定員より少ない場合は、学生への周知方法及びその時期を記載 

 

６．心理実践実習科目

担当教員の員数（科

目ごとに記載） 
人 

７．心理実践実習科目

担当教員 
 
 
 
 

氏名 担当科目名 
（４のうち担当する科目名のみ記載） 教員調書頁番号 

   
   
   
   

８．実習施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 分野 所在地 実習指導者

氏名 
実習指導者 
調書頁番号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

９．本件に関する照会  

先 
担当部署名  

住所 
〒 
 

電話番号  
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（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）「８．実習施設」の「分野」欄は、当該欄の左「名称」欄に記載した施設が、 

・保健医療分野に該当する場合は① 
・福祉分野に該当する場合は② 
・教育分野に該当する場合は③ 
・司法・犯罪分野に該当する場合は④ 
・産業・労働分野に該当する場合は⑤ 
をそれぞれ記載すること。 
なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習についても

記載することとし、その場合は、「分野」欄は空欄とすること。 
添付書類 
 １ 教員調書 
 ２ 実習指導者調書 
 ３ 実習施設承諾書 
 ４ 実習計画（特に第２の２（１）イ及び３（１）、４（１）及び（７）の内容がわかるものとする

こと） 
 (※) 書類はすべてＡ４版・片面・白黒印刷で提出すること。 
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教員調書 
 

大学等の名称  
氏名  

生年月日                             

教 
員 
資 
格 
要 
件 

公認心理師の資格登録 １．有 （登録日：  年  月  日） 
２．無               

公認心理師実習演習担当教員養成講習会 
１．修了（修了日：  年  月  日） 
２．未修了               

（注３）①～③該当番号  

教
員
資
格
要
件
に
係

 

教
授
・
業
務
歴 

 

大学等勤務先・職名 心理に関する教授・業務内容 

（注３に示す要件に係るもののみ） 
年 月～ 年 月 

（従事した期間 年 か月） 
    
    
    
    

従事した期間の合計  
 
（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）教員ごとに作成すること。 
（注３）実習演習担当教員は次のいずれかに該当する者であること。 

① 公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事した経験を

有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大

臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労

働大臣に届け出られたものを修了した者 
② 大学（大学院及び短期大学を含む。）の教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育

に係る実習又は演習の教授に関し３年以上の経験を有する者 
③ 専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し３年

以上の経験を有する者 
（注４）（注３）のうち①に該当する者は、公認心理師実習演習担当教員養成講習会の修了証の写し及

び公認心理師登録証の写しを添付すること。 
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実習指導者調書 
 

実習施設の名称  
氏名  

生年月日                             
実

習

指

導

者

資

格

要

件 

公認心理師の資格登録 １．有（登録年月日：  年  月  日） 

２．無 

公認心理師実習指導者養成講習会 
１．修了（修了年月日： 年  月  日） 
２．未修了                 

（注３）①②該当番号  
実
習
指
導
者
資
格
要
件
に 

係
る
職
歴 

 

勤務先・職名 心理に関する業務内容 
（心理に係る内容を明確かつ具体的に記載） 

年 月～ 年 月 

（従事した期間 年 か月） 
    
    
    
    

従事した期間の合計  
 
（注１）欄が不足する場合については、適宜追加すること。 
（注２）実習指導者ごとに作成すること。 
（注３）実習指導者は次のいずれかに該当する者であること。 

① 公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事した経験を

有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び

厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣

に届け出られたものを修了した者 
② 法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、必

要な科目を開設する大学等が適当と認める者 
（注４）（注３）のうち①に該当する者は、公認心理師実習指導者養成講習会の修了証の写し及び公認

心理師登録証の写しを添付すること。 
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 実習施設承諾書 

 

 

 年  月  日 

 

○○○大学長  殿 

 

 

                                実習施設 

の 名 称 

                     所 在 地 

                                      代 表 者                  

                                                             

                                                                  

 

当施設は、○○○大学が公認心理師法施行規則等に基づいて行う実習の実習施設と

して、実習生を受け入れることを承諾いたします。 

 

 
 

 
 


